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1. はじめに 

1.1研究背景  

 国内の空き家数は年々増加しており,景観・防犯・保

安・安全上の問題になっている.図-1は 2013年における

日本国内の空き家の内訳 1)を示すものである.国内の空き

家は2013年時点で総住宅数 6000万戸のうち約820万戸

を占め,うち 38.8%は賃貸や売却予定がなく，二次住宅と

しても活用されていないものである.空き家の増加を抑

制するために 2015 年 5 月には「空き家等対策の促進に

関する特別措置法」が施行され特定空き家の代執行を行

う事が可能となった.しかし,今後日本の人口は減少し空

き家はさらに増加していくと予想されていることからさ

らなる空き家問題の対策が求められる. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1  2013年における日本国内の空き家の内訳 

 

1.2本研究の目的 

 今後日本の空き家は増加することから,問題の対策が

必要となる.本研究は空き家問題の原因 を調査し今後国

内に必要となる対策を検討する.また旧土佐山田町をフ

ィールドとして，集落の維持可能性，空き家の現況を調

査し,今後発生する空き家のシミュレーションを行う事

で日本の空き家問題を解消するための提案を行う事を目

的とする. 

 

 

2.空き家が増加するメカニズム 

2.1空き家が発生する原因 2) 

 空き家が発生する主な原因の一つが居住者の死亡,相

続によるものである.国内の高齢化が進むと同時に核家

族数が増えており,居住者の死亡後,相続人が別の場所に

住んでいるため空き家になるケースが多い. 

2.2所有者が空き家を放置する原因 

原因の一つして固定資産税の負担軽減措置 3)があげら

れる.負担軽減策として住宅用地特例があり,住宅が建っ

ていると表-1 で示す特例率が土地の固定資産税にかかり,

解体し土地の固定資産税のみを支払うよりも,解体せず

に土地と家屋の固定資産税を支払う方がコスト的に有利

となる仕組みになっている. 

住宅用地特例ができた背景には地価の高騰が関係して

おり, 図-2 は日本国内における地価の価格変動 4),5)を

2005年基準のデフレーター6)を考慮して示している.地価

とバランスを取るため,1964 年に固定資産税評価額が大

幅に引き上げられ,その際激変緩和措置として固定資産

税の負担調整措置が導入された. 

しかし,バブル崩壊後国内の地価は下落し,ある築 17年

の家屋の固定資産税の負担は土地 382㎡，家屋 230㎡の

場合毎年 10万円程度で国内の一人当たりGNIは 448万

円 7)であり負担は大きくないものとなっている.  

表-1  住宅用地特例率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2  デフレーターを考慮した年度別平均公示地価 
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3.日本と世界の空き家対策 

3.1日本の空き家対策  

解体費の補助や空き家バンクを設ける自治体が増えて

おり,空き家の再生に力を入れている NPO 法人の団体も

存在する.法律面に関しては 2015 年 5 月に「空き家等対

策の促進に関する特別措置法 8)」(以下空き家対策法とす

る)が全面施行された.しかし,特定空き家の解体業務の代

執行後に所有者が請求額を支払わず市町村の負担になる

という問題が指摘されている. 

3.2世界の空き家対策  

空き家率の低い先進国を見てみるとイギリスは空き家

率 3～4%と我が国と比べてかなり低い.その理由は，イギ

リスの住宅は石造りが主に占めており，建物は半永久的

に使用可能であるという概念 9)が共通認識としてあるた

めと考えられる.しっかりした維持管理で商品価値が維

持され，日本の中古住宅の取引は住宅取引全体の 13.5%

に対し,イギリスは 86.7%10)と中古物件の売買も盛んとな

っている.その結果として，同国では家屋に対して減価償

却 11)の仕組みがないこともよく指摘されている. 

また,ドイツのライプツィヒでは「利用による保全」を

基本方針に格安で物件を仲介する「ハウスハルテン 12)」

という団体がある.所有者は建物の維持管理を免れ自己

負担なしで建物へのダメージを未然に防ぐことができる.

使用者は原則家賃なしで活動できる空間を得ることがで

き,双方メリットがある. 

しかし,日本とは各国の材質,税制,文化等が違い,そのま

ま対策を使えるわけではない. 

 

4.危険な空き家数の現状推定  

 今後コンパクトシティ化が進み,交通網の整っていな

い場所や最低限の施設が周りにない土地には人が住まな

くなると予測される.こういった人が住まなくなるよう

な地域を集落の持続が難しいと考えられる地域とし,こ

の地域と市街地の危険な空き家の実態を調査し比較を行

う. 

4.1調査対象と推定方法 

 調査は高知県香美市旧土佐山田町をフィールドとした.

住宅データとして，2013年ゼンリン住宅地図に世帯主名

が記載されている建築物6,207棟をQGIS(Ver.2.4.0)上に

入力した.次いで今後集落として持続が難しいと考えら

れる地域を次節(2)の基準にて設定した.そのうえで市街

地と，集落として持続が難しいと考えられる地域におい

て現地踏査を行い,それぞれの危険な空き家数を把握し，

旧土佐山田町内における危険な空き家数の現状について

推計を行った. 

4.2 今後集落として持続が難しいと考えられる地域の設

定 

集落維持に最低限必要と考えられる 13 施設 13),14)の利

用頻度および営業範囲を以下の通り想定した. 

 利用頻度：各施設の利用頻度により設定 

 営業範囲：利用頻度に応じて表-2の通り各施設の営

業範囲を設定 

 13施設の営業範囲を地図上に書き込み，6施設以上

の営業範囲に入らない地域を“今後集落として持続

が難しいと考えられる地域”として設定 

 最低限必要と考えられる施設のスーパー・ドラッグ

ストア,銀行・信用金庫,病院の 3 施設を A 群とし,A

群の営業範囲に一つも該当しない家屋も“今後集落

として持続が難しいと考えられる地域”として設定 

表-2  調査対象と営業範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 今後集落として持続が難しいと考えられる地域にあ

る家屋数 

前節において今後集落として持続が難しいと考えられ

る地域にある家屋は 372棟存在した.  

4.4危険な空き家の現地調査 

前節で抽出した今後集落として持続が難しいと考えら

れる地域にある家屋 372棟のうち交通事情等で調査困難

な地域を除いた 341棟に対して，危険な空き家かどうか

は筆者の目視により判断した.また，市街地における危険

な空き家の数を推定するために，土佐山田駅から半径

500m 圏内の家屋 875 棟に対しても同様の現地踏査を行

った. 

 

 

 

旧土佐山田町内
の建築物の数

利用頻度 営業範囲

スーパー・ドラッグストア 13 週2～4 1km
銀行・信用金庫 3 月1 3km
病院 27 月1 3km
バス停 32 - 500m
コンビニエンスストア 9 週2～3 1km
郵便局 4 月2～3 3km
小中学校 7 - 5km
鉄道駅 3 - 5km
ガソリンスタンド 5 月2～3 3km
市役所 2 半月1 5km

公園 7 -
街区公園250m
近隣公園500m
地区公園1km

飲食店 52 月1～3 3km
警察署・交番・消防署等 4 - 5km

A群

B群
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4.5危険な空き家数 

  図-3 は上記踏査をもとに集落として持続できないと考

えられる地域の家屋と危険な空き家を入力したものであ

る.危険な空き家は今後集落として持続が難しいと考え

られる地域の家屋 341 棟のうち 11 棟(3.2%),土佐山田駅

から半径 500m圏内の家屋 875棟のうち 2棟(0.2%)存在

した.危険な空き家は市内よりも持続できない地域に多

く存在し,旧土佐山田町内に現存する危険な空き家の概

数は 

372棟÷341棟×11棟=12棟 

(6207棟－372棟)÷875棟×2棟=13棟 

より，20~30棟程度あるものと推測される. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 旧土佐山田町内の集落として持続が難しいと考え

られる地域の家屋と土佐山田駅から 500m 圏内における

危険な空き家入力図 

 

4.6 高齢化と集落として持続が難しいと考えられる地域

の家屋の関係 

 図-4は旧土佐山田町の高齢化率 15)(65歳以上の割合)と

集落として持続できると考えられる地域の家屋の関係を

示すものである.集落として持続が難しいと考えられる

地域は高齢化率が高い地域と重なることが分かった. 

  

 

図-4  旧土佐山田町の高齢化率 

4.7調査結果考察 

 今後集落として持続が難しいと考えられる地域は高齢

化が進んでおり集落として今後機能しなくなる可能性が

高い.国内の人口は減少しており,機能しない集落に人が

居住し人口が増えるとは考えにくく,危険な空き家は今

後も増加し続けると考えられる. 

 

5.提案と検証 

5.1提案 

 解体するよりも空き家で放置する方が住宅用地特例に

よりコストがかからないというシステムが空き家を増や 

す原因となっている.空き家で放置することがコスト的

に不利となる状況を作り出すことが必要であり，地価も

下落していることから住宅用地特例の見直しが必要とな

ってくる.空き家対策法では特定空き家と判断されたも

のを住宅用地特例の対象から外しているが,それ以外の

居住実態のない家屋・土地に対しても特例率を引き下げ

又は外すことで空き家解体の促進につなげられると考え

る.本研究では「相続後に居住実態のない家屋の土地にお

いて住宅用地特例の引き下げ又は外す 」ことによる解体

促進と所有者の負担額についてシミュレーションを行っ

た. 

5.2検証方法 

実在する家屋(築 17年 木造二階建て)をモデルに築 50

年までのランニングコストのシミュレーションを行い検

証する. 
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5.3シミュレーションを行うにあたっての仮定 

シミュレーションを行うにあたっての仮定を以下のよ

うに想定した. 

 固定資産税は,ある実在する家屋の自治体の固定資

産税算定方法と 2015 年度固定資産税明細書をもと

に算定を行うものと設定 

 光熱費は 2014 年度に支払った金額を毎年支払うと

設定 

 居住時の維持管理費は年間 10 万円,空き家または解

体後の更地時は維持管理を行わないと設定 

 土地・家屋の固定資産税以外の税金は発生しないと

設定 

 相続後は空き家又は解体し,光熱費は支払わないと

設定 

5.4シミュレーション検証結果 

 図-6 はシミュレーション検証結果の一部で築 20 年時

から放置した場合の放置期間毎のランニングコストを示

している.仮に住宅用地特例を 1/6 から 1/2 に引き下げた

場合，相続後 30年以上放置することと，相続後ただちに

解体することはほぼコスト的に同一となる.住宅用地特

例を外した場合は相続後 20年以上放置することと，相続

後ただちに解体することはほぼコスト的に同一となるこ

とが分かった. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 築 20年時から放置した場合のランニングコスト  

 

6.結論 

 相続後空き家になった場合住宅用地特例の引き下げ又

は外すことで,空き家を長く放置するほどコスト的に不

利となる状況をシミュレーションした.しかし更地にし

た場合利用価値がなく活用されていなければ高い税金を

払い続けるだけであり所有者にメリットがない状況とな

り，相続放棄という事態も考えられる.住宅用地特例引下

げと併せて，更地となった土地の有効な活用方法や，相

続放棄への対策についても検討をする必要があると考え

られる. 
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